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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の状態が検出された領域と、当該所定の状態の持続時間とを示す行動記録情報を記
憶する記憶部と、
　時刻と、当該時刻におけるユーザの位置とを取得する状態センシング部と、
　前記状態センシング部により取得した時刻とユーザの位置とに基づいてユーザの状態を
検出するとともに、前記所定の状態が検出された領域及び当該所定の状態の持続時間を取
得する認識部と、
　前記ユーザの位置の取得間隔よりも大きな時間間隔毎に、前記認識部により前記所定の
状態が検出された領域における当該所定の状態の持続時間の合計を示す行動記録情報を生
成する行動記録情報生成部と、
　前記行動記録情報生成部が生成した前記行動記録情報と、前記記憶部に記憶されている
前記行動記録情報の統計から得られる各領域における平均的な前記所定の状態及び持続時
間とを比較して、前記行動記録情報生成部が生成した前記行動記録情報の中から平均的な
前記所定の状態及び持続時間と乖離している行動記録情報を抽出する非日常性検出部と、
　前記非日常性検出部が抽出した前記行動記録情報を前記記憶部に書き込む行動記録管理
部と、
　を備えることを特徴とする行動記録保存システム。
【請求項２】
　所定の状態が検出された領域と、当該所定の状態の持続時間とを示す行動記録情報を記
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憶する記憶部と、
　時刻と、当該時刻におけるユーザの位置とに基づいてユーザの状態を検出するクライア
ント装置から、前記ユーザの位置の取得間隔よりも大きな時間間隔毎に、所定の状態が検
出された領域における当該所定の状態の持続時間の合計を示す前記ユーザの行動記録情報
を受信する受信部と、
　前記受信部が受信した前記行動記録情報と、前記記憶部に記憶されている前記行動記録
情報の統計から得られる各領域における平均的な前記所定の状態及び持続時間とを比較し
て、受信した前記行動記録情報の中から平均的な前記所定の状態及び持続時間と乖離して
いる行動記録情報を抽出する非日常性検出部と、
　前記非日常性検出部が抽出した前記行動記録情報を前記記憶部に書き込む行動記録管理
部と、
　を備えることを特徴とするサーバ装置。
【請求項３】
　前記クライアント装置は、止まっている状態、及び、移動している状態を検出し、止ま
っている状態が検出されたときの領域及び持続時間を取得する、
　ことを特徴とする請求項２に記載のサーバ装置。
【請求項４】
　前記記憶部は、複数のユーザの行動記録情報を記憶し、
　前記非日常性検出部は、受信した前記ユーザの行動記録情報と、前記記憶部に記憶され
ている複数のユーザの前記行動記録情報の統計から得られる各領域における平均的な前記
所定の状態及び持続時間とを比較して、受信した前記ユーザの前記行動記録情報の中から
平均的な前記所定の状態及び持続時間と乖離している行動記録情報を抽出する、
　ことを特徴とする請求項２または３に記載のサーバ装置。
【請求項５】
　前記非日常性検出部が抽出した前記行動記録情報を表示させる候補選定部をさらに備え
、
　前記行動記録管理部は、前記候補選定部が表示させた前記行動記録情報の中からユーザ
が選択した行動記録情報を前記記憶部に書き込む、
　ことを特徴とする請求項２から請求項４のいずれかの項に記載のサーバ装置。
【請求項６】
　前記非日常性検出部は、受信した前記行動記録情報により示される各領域における前記
持続時間と、前記記憶部に記憶されている前記行動記録情報の統計から得られる前記各領
域における持続時間とを用いて非日常性の指標となる値を算出し、
　前記候補選定部は、算出した当該指標の値を前記行動記録情報とともに表示させる、
　ことを特徴とする請求項５に記載のサーバ装置。
【請求項７】
　前記非日常性検出部は、受信した前記行動記録情報により示される各領域における前記
持続時間と、前記記憶部に記憶されている前記行動記録情報の統計から得られる前記各領
域における持続時間とを用いて非日常性の指標となる値を算出し、算出した当該指標の値
と非日常性判断するための閾値とを比較して平均的な前記所定の状態及び持続時間との乖
離を判断し、
　前記候補選定部が表示させた前記行動記録情報の中からユーザが選択した行動記録情報
に基づいて、前記非日常性の指標となる値の算出に用いられる算出式の係数と、前記閾値
を調整する学習部をさらに備える、
　ことを特徴とする請求項５または請求項６に記載のサーバ装置。
【請求項８】
　行動記録保存システムに用いられる行動記録保存方法であって、
　前記行動記録保存システムは、所定の状態が検出された領域と、当該所定の状態の持続
時間とを示す行動記録情報を記憶する記憶部を備え、
　状態センシング部が、時刻と、当該時刻におけるユーザの位置とを取得する状態センシ
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ングステップと、
　認識部が、前記状態センシングステップにおいて取得した時刻とユーザの位置とに基づ
いてユーザの状態を検出するとともに、前記所定の状態が検出された領域及び当該所定の
状態の持続時間を取得する認識ステップと、
　行動記録情報生成部が、前記ユーザの位置の取得間隔よりも大きな時間間隔毎に、前記
認識ステップにおいて前記所定の状態が検出された領域における当該所定の状態の持続時
間の合計を示す行動記録情報を生成する行動記録情報生成ステップと、
　非日常性検出部が、前記行動記録情報生成ステップにおいて生成された前記行動記録情
報と、前記記憶部に記憶されている前記行動記録情報の統計から得られる各領域における
平均的な前記所定の状態及び持続時間とを比較して、生成された前記行動記録情報の中か
ら平均的な前記所定の状態及び持続時間と乖離している行動記録情報を抽出する非日常性
検出ステップと、
　行動記録管理部が、前記非日常性検出ステップにおいて抽出された前記行動記録情報を
前記記憶部に書き込む行動記録管理ステップと、
　を有することを特徴とする行動記録保存方法。
【請求項９】
　請求項２から請求項７のいずれかの項に記載のサーバ装置としてコンピュータを動作さ
せることを特徴とするコンピュータプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、行動記録保存システム、サーバ装置、行動記録保存方法及びコンピュータプ
ログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、「ライフログ」と呼ばれる行動記録保存サービスへのニーズが高まってきている
とともに、個人の状況や状態を認識するためのデバイスも普及してきている。
　また、行動記録の一形態であるブログ（ウェブ上で公開する日記）などでは、ユーザが
帰宅後にその日の自身の行動を思い起こして、そこから記録しておきたい行動を選択し、
その行動を行なった時間や場所などの詳細な情報を思い出しながら文章による記録を行な
う。あるいは、カメラ付き携帯電話などを用いて、記録したい行動に関して撮影した画像
をオンラインで逐次アップロードする場合もある。
【０００３】
　非特許文献１には、ライフログサービスの一種について記載されており、携帯電話のＧ
ＰＳ（Global Positioning System）機能を用いてユーザが訪れた場所の住所と時間を自
動的に記録し、その記録に対してユーザがコメントを付加することによって、簡単に行動
日記を作成するものである。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】「行動履歴を活用した簡単日記サービス『キセキ』」，[online]，ＮＴ
Ｔレゾナント株式会社，[平成２１年５月１４日検索]、インターネット<http://www.help
.goo.ne.jp/info/detail/1150>、<http://www.lifelog.blogzine.jp/help/00/index.html
>、<http://www.lifelog.blogzine.jp/help/01/index.html>、<http://www.lifelog.blog
zine.jp/help/02/index.html>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した非特許文献１の技術では，行動記録を「一定時間ごとに記録する」、「手動で
逐次記録する」のどちらかのタイミングで行う。
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　行動記録を一定時間ごとに記録した場合、２４時間の行動記録を全て日々の保存対象に
すると、記録のための総データ量が大きくなりすぎてしまい、保存のコストが高くなると
いう問題がある。また、自動記録された一連の行動記録から、保存すべき行動をユーザ自
身に一から選択させることは、ユーザへの負担が大きいという問題がある。自動記録され
た行動記録は時系列で記録されてユーザに提示されるのみであり、ブログ等に残したい行
動記録がいずれであるかを判断する指針として用いることができる情報を記録、提示する
ものではなく、あとから参照する際の検索性も落ちてしまい好ましくない。
【０００６】
　一方、ユーザが記録に残したいタイミングを選択し、手動で行動記録を逐次記録する場
合、ユーザが都度行動を一時中断し、操作を行なう必要がある。これは、日常的な記録方
法としては問題があり、記録のタイミングを逸してしまうこともある。
【０００７】
　上記のように、非特許文献１のような従来の技術においては、行動記録のタイミングが
必ずしも「記録したい行動」のタイミングと一致するものではなく、また、残したい行動
記録がいずれであるかを判断する指針として用いる情報を付加するものでもない。
【０００８】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、その目的は、自動記録され
た一連の行動記録から保存に値する行動を選択し、保存のためのメモリ領域を削減するこ
とができる行動記録保存システム、サーバ装置、行動記録保存方法及びコンピュータプロ
グラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述した課題を解決するために、本発明は、所定の状態が検出された領域と、当該所定
の状態の持続時間とを示す行動記録情報を記憶する記憶部と、時刻と、当該時刻における
ユーザの位置とを取得する状態センシング部と、前記状態センシング部により取得した時
刻とユーザの位置とに基づいてユーザの状態を検出するとともに、前記所定の状態が検出
された領域及び当該所定の状態の持続時間を取得する認識部と、前記ユーザの位置の取得
間隔よりも大きな時間間隔毎に、前記認識部により前記所定の状態が検出された領域にお
ける当該所定の状態の持続時間の合計を示す行動記録情報を生成する行動記録情報生成部
と、前記行動記録情報生成部が生成した前記行動記録情報と、前記記憶部に記憶されてい
る前記行動記録情報の統計から得られる各領域における平均的な前記所定の状態及び持続
時間とを比較して、前記行動記録情報生成部が生成した前記行動記録情報の中から平均的
な前記所定の状態及び持続時間と乖離している行動記録情報を抽出する非日常性検出部と
、前記非日常性検出部が抽出した前記行動記録情報を前記記憶部に書き込む行動記録管理
部と、を備えることを特徴とする行動記録保存システムである。
【００１０】
　また、本発明は、所定の状態が検出された領域と、当該所定の状態の持続時間とを示す
行動記録情報を記憶する記憶部と、時刻と、当該時刻におけるユーザの位置とに基づいて
ユーザの状態を検出するクライアント装置から、前記ユーザの位置の取得間隔よりも大き
な時間間隔毎に、所定の状態が検出された領域における当該所定の状態の持続時間の合計
を示す前記ユーザの行動記録情報を受信する受信部と、前記受信部が受信した前記行動記
録情報と、前記記憶部に記憶されている前記行動記録情報の統計から得られる各領域にお
ける平均的な前記所定の状態及び持続時間とを比較して、受信した前記行動記録情報の中
から平均的な前記所定の状態及び持続時間と乖離している行動記録情報を抽出する非日常
性検出部と、前記非日常性検出部が抽出した前記行動記録情報を前記記憶部に書き込む行
動記録管理部と、を備えることを特徴とするサーバ装置である。
【００１１】
　また、本発明は、上記のサーバ装置において、前記クライアント装置は、止まっている
状態、及び、移動している状態を検出し、止まっている状態が検出されたときの領域及び
持続時間を取得する、ことを特徴とする。
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【００１２】
　また、本発明は、上記のサーバ装置において、前記記憶部は、複数のユーザの行動記録
情報を記憶し、前記非日常性検出部は、受信した前記ユーザの行動記録情報と、前記記憶
部に記憶されている複数のユーザの前記行動記録情報の統計から得られる各領域における
平均的な前記所定の状態及び持続時間とを比較して、受信した前記ユーザの前記行動記録
情報の中から平均的な前記所定の状態及び持続時間と乖離している行動記録情報を抽出す
る、ことを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は、上記のサーバ装置において、前記非日常性検出部が抽出した前記行動
記録情報を表示させる候補選定部をさらに備え、前記行動記録管理部は、前記候補選定部
が表示させた前記行動記録情報の中からユーザが選択した行動記録情報を前記記憶部に書
き込む、ことを特徴とする。
【００１４】
　また、本発明は、上記のサーバ装置において、前記非日常性検出部は、受信した前記行
動記録情報により示される各領域における前記持続時間と、前記記憶部に記憶されている
前記行動記録情報の統計から得られる前記各領域における持続時間とを用いて非日常性の
指標となる値を算出し、前記候補選定部は、算出した当該指標の値を前記行動記録情報と
ともに表示させる、ことを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明は、上記のサーバ装置において、前記非日常性検出部は、受信した前記行
動記録情報により示される各領域における前記持続時間と、前記記憶部に記憶されている
前記行動記録情報の統計から得られる前記各領域における持続時間とを用いて非日常性の
指標となる値を算出し、算出した当該指標の値と非日常性判断するための閾値とを比較し
て平均的な前記所定の状態及び持続時間との乖離を判断し、前記候補選定部が表示させた
前記行動記録情報の中からユーザが選択した行動記録情報に基づいて、前記非日常性の指
標となる値の算出に用いられる算出式の係数と、前記閾値を調整する学習部をさらに備え
る、ことを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明は、行動記録保存システムに用いられる行動記録保存方法であって、前記
行動記録保存システムは、所定の状態が検出された領域と、当該所定の状態の持続時間と
を示す行動記録情報を記憶する記憶部を備え、状態センシング部が、時刻と、当該時刻に
おけるユーザの位置とを取得する状態センシングステップと、認識部が、前記状態センシ
ングステップにおいて取得した時刻とユーザの位置とに基づいてユーザの状態を検出する
とともに、前記所定の状態が検出された領域及び当該所定の状態の持続時間を取得する認
識ステップと、行動記録情報生成部が、前記ユーザの位置の取得間隔よりも大きな時間間
隔毎に、前記認識ステップにおいて前記所定の状態が検出された領域における当該所定の
状態の持続時間の合計を示す行動記録情報を生成する行動記録情報生成ステップと、非日
常性検出部が、前記行動記録情報生成ステップにおいて生成された前記行動記録情報と、
前記記憶部に記憶されている前記行動記録情報の統計から得られる各領域における平均的
な前記所定の状態及び持続時間とを比較して、生成された前記行動記録情報の中から平均
的な前記所定の状態及び持続時間と乖離している行動記録情報を抽出する非日常性検出ス
テップと、行動記録管理部が、前記非日常性検出ステップにおいて抽出された前記行動記
録情報を前記記憶部に書き込む行動記録管理ステップと、を有することを特徴とする行動
記録保存方法である。
【００１７】
　また、本発明は、上述するサーバ装置としてコンピュータを動作させることを特徴とす
るコンピュータプログラムである。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、自動記録された一連の行動記録から、保存に値する行動を選択するこ
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とができる。これにより、行動記録の記憶容量が少なくなりデータの保存にかかる物理的
コストを減らすことができるとともに、ユーザの負荷を軽減することができる。
　また、保存に値する行動の記録として、ある地点におけるユーザのある状態の持続時間
が通常とは異なるときのもの、あるいは、他の人たちと違うときのものを抽出することが
でき、それらの行動の記録を優先的に保存することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の一実施形態による行動記録保存システムの全体構成図である。
【図２】同実施形態による行動記録保存システムの機能ブロック図である。
【図３】同実施形態によるデバイス装置のハードウェア構成を示す図である。
【図４】同実施形態による行動記録保存処理の処理フローである。
【図５】同実施形態によるデバイス装置が生成する検出記録情報のデータ例を示す図であ
る。
【図６】同実施形態によるクライアント装置が生成する行動記録情報のデータ例を示す図
である。
【図７】同実施形態による統計情報のデータ例を示す図である。
【図８】同実施形態によるデータベースに保存される行動記録情報のデータ例を示す図で
ある。
【図９】同実施形態による立ち止まり認識処理の処理フローである。
【図１０】同実施形態によるデバイス装置が生成する検出記録情報の他のデータ例を示す
図である。
【図１１】同実施形態によるクライアント装置が生成する行動記録情報の他のデータ例を
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施形態を詳細に説明する。
　図１は、本発明の一実施の形態による行動記録保存システムの全体構成図である。同図
において、行動記録保存システムは、デバイス装置１、クライアント装置２、サーバ装置
３及びデータベース装置４（以下、「データベース」を「ＤＢ」と記載）からなり、クラ
イアント装置２とサーバ装置３とは、インターネットなどのネットワークＮを介して接続
される。
【００２１】
　ユーザが携帯するデバイス装置１は、メモリ付きＧＰＳ（Global Positioning System
）デバイスであり、所定の時間間隔で位置の計測を行ない、その計測値に基づいて得られ
たユーザの状況の時系列的な変化、つまり、時刻及び当該時刻における位置の情報をクラ
イアント装置２へ出力する。クライアント装置２は、デバイス装置１から受信した情報に
基づいて、「止まっている」、「移動している」などのユーザの状態を判断すると、「止
まっている」状態であると判断された時刻や場所、「止まっている」状態の持続時間を示
す行動記録の情報を生成し、サーバ装置３へ送信する。サーバ装置３は、クライアント装
置２から受信した情報により示される行動記録と、ＤＢ装置４に蓄積された行動記録の統
計とを比較して非日常性を判断する。サーバ装置３は、非日常であると判断した行動記録
をクライアント装置２に表示させ、ユーザに保存する行動記録を選択させる。
【００２２】
　図２は、各装置の内部構成を示すブロック図の一例である。
　同図において、デバイス装置１は、センサ１１、状態センシング部１２、量子化部１３
、検出記録管理部１４、メモリ１５、外部インタフェース部１６（以下、「インタフェー
ス」を「Ｉ／Ｆ」と記載）、及び、時計１７を備える。
　センサ１１は、例えば、ＧＰＳ（Global Positioning System）であり、緯度及び経度
により示される位置を検出する。状態センシング部１２は、センサ１１が検出した位置と
、時計１７から取得した検出時刻とを示す検出情報を量子化部１３に出力する。量子化部
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１３は、状態センシング部１２から検出情報を受信すると、受信した検出情報の時刻及び
位置に対して、値の精度を落としてより元のデータより粗い区間に分け直すデータの量子
化を行ない、検出記録情報を生成する。位置のデータの量子化により、緯度及び経度はマ
トリックスにより表される領域に変換される。量子化部１３は、生成した検出記録情報を
検出記録管理部１４へ出力する。検出記録管理部１４は、量子化部１３から検出記録情報
を受信し、メモリ１５に書き込む。また、検出記録管理部１４は、メモリ１５に記憶され
ている検出記録情報を読み出し、クライアント装置２へ出力する。外部Ｉ／Ｆ部１６は、
例えば、Ｗｉ－ＦｉやＵＳＢ（Universal Serial Bus）などにより、クライアント装置２
とデータの送受信を行なう。
【００２３】
　クライアント装置２は、例えば、パーソナルコンピュータなどのコンピュータ端末であ
り、外部Ｉ／Ｆ部２１、立ち止まり認識部２２、時刻量子化部２３、ネットワークＩ／Ｆ
部２４、提示／選択部２５、表示部２６、及び、入力部２７を備える。
　外部Ｉ／Ｆ部２１は、例えば、Ｗｉ－ＦｉやＵＳＢなどであり、デバイス装置１とデー
タの送受信を行なう。ネットワークＩ／Ｆ部２４は、ネットワークＮを介してサーバ装置
３とデータの送受信を行なう。表示部２６は、ＣＲＴ（cathode ray tube）やＬＣＤ（Li
quid Crystal Display）などのディスプレイである。入力部２７は、例えばキーボードで
あり、ユーザによる情報の入力を受ける。
【００２４】
　立ち止まり認識部２２は、デバイス装置１から受信した検出記録情報に基づいてユーザ
が立ち止まった状態を検出するとともに、立ち止まった状態の持続時間を取得する。時刻
量子化部２３は、検出記録情報に基づいて、量子化した時刻と、ユーザが立ち止まった領
域及び持続時間とを対応づけた行動記録情報をサーバ装置３へ出力する。提示／選択部２
５は、サーバ装置３が非日常であると判断した行動記録情報を取得して表示部２６へ表示
させ、この行動記録情報の中からユーザが非日常であるとして選択した行動記録情報をサ
ーバ装置３へ通知する。
【００２５】
　サーバ装置３は、ネットワークＩ／Ｆ部３１、行動記録管理部３２、非日常性検出部３
３、パラメータ管理部３４、候補選択部３５、学習部３６、及び、統計処理部３７を備え
る。
　ネットワークＩ／Ｆ部３１は、ネットワークＮを介してクライアント装置２とデータの
送受信を行なう。行動記録管理部３２は、クライアント装置２から受信した行動記録情報
をＤＢ装置４へ書き込む。統計処理部３７は、ＤＢ装置４に記憶されている行動記録情報
から各ユーザやユーザ群についての統計情報を生成し、ＤＢ装置４に書き込む。非日常性
検出部３３は、クライアント装置２から受信した行動記録情報を、ＤＢ装置４に記憶され
ている統計情報と比較し、非日常性を判断する。パラメータ管理部３４は、非日常性を判
断するための指標となる値の算出式に用いられる係数や、当該算出式により算出された値
と比較すべき閾値などを記憶する。候補選択部３５は、非日常であると判断した行動記録
情報をクライアント装置２へ出力する。学習部３６は、ユーザにより非日常であると選択
された行動記録情報に基づいて、パラメータ管理部３４に記憶されている係数や閾値を更
新する。
【００２６】
　図３は、デバイス装置１のハードウェア構成を示す装置構成図である。修理交換部品指
示装置１は、ＣＰＵ（central processing unit）５１、メモリ５２、センサ５３、時計
５４、及び、外部Ｉ／Ｆ５５から構成される。
　ＣＰＵ５１は演算や制御を行う中央演算装置であり、図２の状態センシング部１２、量
子化部１３、検出記録管理部１４を実現する。メモリ５２は、システムプログラムやＣＰ
Ｕ５１が各種プログラムを実行する際のワークエリア、各種データを記憶し、メモリ１５
を実現する。時計５４は、図２の時計１７に相当する。外部Ｉ／Ｆ５５は、他装置と通信
可能に接続するものであり、図２の外部Ｉ／Ｆ部１６を実現する。
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【００２７】
　図４は、図１に示す行動記録保存システムによる行動記録保存処理フローを示す図であ
る。
【００２８】
　（ステップＳ１１０）記録：ユーザは外出時にデバイス装置１を持ち歩く。デバイス装
置１の状態センシング部１２は、ＧＰＳであるセンサ１１が検出した緯度及び経度の情報
を取得すると、取得した緯度及び経度と、時計１７により取得した時刻とを対応付けた検
出情報を量子化部１３へ出力する。
　量子化部１３は、センサ１１から受信した検出情報の中から、所定時間毎、例えば、５
分ごとの検出情報を選択すると、選択した検出情報が示す緯度及び経度を量子化し、検出
位置を領域の情報に変換する。ここでは、簡単のため、領域を３×３のマトリックスによ
り表現するが、実際には適当な範囲の値により量子化を行って本実施形態のようなマトリ
ックスの領域に変換を行う。量子化部１３は、選択した検出情報が示す緯度及び経度を量
子化して得た領域と、当該検出情報から取得した時刻とを設定した検出記録情報を検出記
録管理部１４に出力し、検出記録管理部１４は、受信した検出記録情報をメモリ１５に書
き込む。
【００２９】
　図５は、検出記録情報のデータ例を示す図である。同図において、検出記録情報は、５
分間隔で量子化した日時と、当該日時にユーザがいた場所とを対応づけた情報を示す。場
所の情報は、センサ１１が検出した緯度を１～３の値Ｙ、経度を１～３の値Ｘに量子化し
た３×３のマトリックス上の領域（Ｘ，Ｙ）により示される。
【００３０】
　（ステップＳ１２０）立ち止まり認識：ユーザは帰宅後、デバイス装置１の外部Ｉ／Ｆ
部１６と、クライアント装置２の外部Ｉ／Ｆ部２１とを通信可能に接続する。デバイス装
置１の検出記録管理部１４は、メモリ１５に記憶されている検出記録情報を読み出し、外
部Ｉ／Ｆ部１６を介してクライアント装置２へ出力する。クライアント装置２の立ち止ま
り認識部２２は、外部Ｉ／Ｆ部２１を介してデバイス装置１から検出記録情報を受信する
と、検出記録情報からユーザの状態を認識する。立ち止まり認識部２２は、検出記録情報
を参照し、１０分以上など所定の時間連続で同一領域にいたことを検出した場合に「立ち
止まり」と判断する。
【００３１】
　例えば、図５に示す検出記録情報がクライアント装置２に読み込まれたものとする。５
分間隔の時系列によりレコードが並べられている検出記録情報には、連続した日時「４／
１　１０：０５」及び「４／１　１０：１０」と対応した場所に、同一の領域「（１，２
）」が設定されているため、立ち止まり認識部２２は、１０分以上同じ領域にいた、つま
り、「立ち止まり」と判断する。さらに立ち止まり認識部２２は、検出記録情報の量子化
の時間間隔「５」分と、立ち止まりを検出したレコード数「２」とを乗算することにより
、持続時間「１０」分を算出する。
　同様に、連続した日時「４／１　１０：２０」及び「４／１　１０：２５」に対応した
場所に、同一の領域「（２，３）」が設定されていることから、立ち止まり認識部２２は
「立ち止まり」と判断し、持続時間「１０」分を算出する。
　なお、立ち止まり認識の詳細な処理フローは後述する。
【００３２】
　（ステップＳ１３０）時刻量子化：時刻量子化部２３は、検出記録情報の時刻を量子化
する。時刻量子化部２３は、この量子化した時刻と、立ち止まりと判断された場所及びそ
の場所に留まっていた持続時間とを対応付けて行動記録情報を生成する。ここでは、１５
分毎に量子化を行なうものとする。
【００３３】
　図６は、図５に示す検出記録情報から生成された行動記録情報のデータ例を示す図であ
る。同図において、行動記録情報は、立ち止まった状態であると判断された日時と、立ち
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止まった場所と、立ち止まった状態の持続時間とを対応づけた複数のレコードからなる。
【００３４】
　例えば、図５に示す検出記録情報が読み込まれた場合、日時「４／１　１０：００」～
「４／１　１０：１０」が日時「４／１　１０：００」に量子化される。ステップＳ１２
０において、立ち止まり認識部２２は、日時「４／１　１０：０５」～「４／１　１０：
１０」に場所「（１，２）」で「１０」分の立ち止まりが発生したと判断しているため、
時刻量子化部２３は、量子化した日時「４／１　１０：００」と、立ち止まりが発生した
場所「（１，２）」と、立ち止まりの持続時間「１０」分とを対応付けたレコードを、行
動記録情報として生成する。
【００３５】
　同様に、図５に示す行動記録情報の日時「４／１　１０：１５」～「４／１　１０：２
５」が日時「４／１　１０：１５」に量子化される。ステップＳ１２０において、立ち止
まり認識部２２は、日時「４／１　１０：２０」～「４／１　１０：２５」に場所「（２
，３）」で「１０」分の立ち止まりが発生したと判断しているため、時刻量子化部２３は
、量子化した日時「４／１　１０：１５」と、立ち止まりが発生した場所「（２，３）」
と、立ち止まりの持続時間「１０」分とを対応付けたレコードを、行動記録情報に追加す
る。
　この処理を繰り返して、時刻量子化部２３は行動記録情報を生成する。なお、「立ち止
まり」が発生しなかった日時のレコードに、場所あるいは持続時間に「立ち止まり」が発
生しなかった旨の情報を設定してもよく、「立ち止まり」が発生したときのレコードのみ
からなる行動記録情報のみを生成してもよい。
【００３６】
　時刻量子化部２３は、検出記録情報に基づく行動記録情報の生成を終了すると、ネット
ワークＩ／Ｆ部２４を介して、生成した行動記録情報と、ユーザ識別情報とをサーバ装置
３に送信し、アップロードを行なう。なお、行動記録情報に「立ち止まり」が発生しなか
った日時のレコードが含まれている場合、「立ち止まり」が発生したときのレコードのみ
を抽出して行動記録情報を送信する。また、ユーザの識別情報は、ユーザが入力部２７に
より入力してもよく、クライアント装置２のアドレスや、サーバ装置３に割り当てられた
ものなどを用いてもよい。
　サーバ装置３の行動記録管理部３２は、ネットワークＩ／Ｆ部３１を介してクライアン
ト装置２から送信された行動記録情報を受信すると、ユーザの識別情報と対応付けてデー
タベース４に書き込む。
【００３７】
　（ステップＳ１４０）非日常性算出：サーバ装置３の非日常性検出部３３は、ＤＢ装置
４から、受信したユーザの識別情報と対応付けて記憶されている統計情報を読み出す。こ
の統計情報は、１ヶ月など所定の一定期間における当該ユーザの過去の行動記録情報に基
づいて生成されたものであり、量子化された時刻毎の、各領域における立ち止まりの平均
的な状態を示す。量子化された時刻は、行動記録情報と同じでもよく、さらに粗くしたも
のであってもよい。
【００３８】
　図７は、統計情報のデータ例を示す図である。同図において統計情報データは、量子化
された時刻毎に、各領域（Ｘ，Ｙ）により特定される場所（量子化した経度Ｘ＝１～３、
量子化した緯度Ｙ＝１～３）における平均持続時間と、平均持続時間の標準偏差を示す。
　なお、ここでは統計値として平均値及び標準偏差を採用するが、後述する非日常性の算
出方法に応じた別の統計値を用いてもよい。
　また、ここでは時刻毎の各領域における立ち止まりの統計情報を生成しているが、例え
ば、日毎や曜日毎、曜日及び時刻の組み合わせ毎に、各領域における立ち止まりの統計情
報を生成してもよく、データ量等に応じてその算出単位を任意とすることができる。
【００３９】
　サーバ装置３の非日常性検出部３３は、受信した行動記録と、ユーザの統計情報により
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示される今までの行動記録とを比較し、非日常性ｇ１を算出する。ここでは、非日常性ｇ
１を以下のように算出する。
【００４０】
　受信した行動記録情報で示されるある領域Ａにおける持続時間をｓとし、領域Ａにおけ
るユーザの今までの平均持続時間をｍ、その標準偏差をσとしたとき、非日常性は（式１
）により算出される。
【００４１】
　ｇ１＝（ｓ－ｍ）／σ　　　・・・（式１）
【００４２】
　例えば、受信した行動記録情報に、時刻ｔにおいて、領域Ａに持続時間「９」分だけ立
ち止まったことが設定されており、ユーザの統計情報に、時刻ｔを量子化した時刻ｔ’に
おける領域Ａの今までの立ち止まりの平均持続時間が「５」分であり、平均持続時間の標
準偏差が２．０であることが設定されている場合、非日常性ｇ１＝（９．０－５．０）／
２．０＝２．０となる。統計情報が３０分毎に量子化されている場合、ｔが「１０時００
分」、「１０時１５分」のときには、ｔ’は「１０時００分」となる。
　（式１）は、いつもより長く立ち止まったことを重視して非日常性を算出するものであ
るが、いつもより短い場合も非日常的であると考えることもできる。その場合は、以下の
（式２）により、非日常性ｇ１を算出する。
【００４３】
　ｇ１＝｜ｓ－ｍ｜／σ　　　・・・（式２）
【００４４】
　なお、上記においては、各時刻の領域毎の統計を使用した例を示したが、日毎、曜日毎
、各曜日の時刻毎などの統計算出単位に応じて比較すべき各領域の平均の立ち止まり時間
及び標準偏差を統計情報から読み出して非日常性ｇ１の算出に用いる。例えば、各曜日の
時刻毎に各領域における立ち止まりの統計情報を生成している場合、受信した行動記録情
報に、曜日ｗの時刻ｔにおいて、領域Ａに持続時間ｓだけ立ち止まったことが設定されて
いる場合、ユーザの統計情報から、曜日ｗ、時刻ｔを量子化した時刻ｔ’における領域Ａ
の平均持続時間ｍ、その標準偏差σを読み出す。
【００４５】
　次に、非日常性検出部３３は、ＤＢ装置４からユーザ群の統計情報（以下、ユーザ群統
計情報」記載）を読み出す。ユーザ群統計情報は、ユーザ群の今までの行動記録情報、つ
まり、複数ユーザに亘る１ヶ月など所定の期間における過去から現在までの行動記録情報
に基づいて生成されたものであり、量子化された時刻毎の、各領域における立ち止まりの
状態を示す。ユーザ群統計情報のデータ構造は、各ユーザの統計情報と同様である。非日
常性検出部３３は、受信した行動記録情報と、読み出したユーザ群統計情報とを上記と同
様に比較し、（式１）または（式２）により非日常性ｇ２を算出する。
【００４６】
　例えば、受信した行動記録情報に、時刻ｔにおいて、領域Ａに持続時間「９」分だけ立
ち止まったことが設定されており、ユーザ群統計情報に、時刻ｔを量子化した時刻ｔ’に
おける領域Ａの今までの平均持続時間が「５」分であり、その標準偏差が４．０であるこ
とが設定されている場合、非日常性ｇ２＝（９．０－５．０）／４．０＝１．０となる。
【００４７】
　続いて非日常性検出部３３は、以下の（式３）に示すｇ１とｇ２の重み付きの合計を非
日常性ｇとして算出する。
【００４８】
　ｇ＝αｇ１＋βｇ２　　　・・・（式３）
【００４９】
　上記の例の場合、非日常性検出部３３は、αｇ１＋βｇ２＝３．０（ここでは仮にα＝
１,β＝１とする）を非日常性ｇとて算出する。係数α、βは、パラメータ管理部３４に
記憶されている。



(11) JP 5266476 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

　サーバ装置３の非日常性検出部３３は、この非日常性の算出を、今回アップロードされ
た全ての行動記録情報に示されるレコードに対して行う。行動記録管理部３２は、行動記
録情報の各レコードに対応づけて、非日常性検出部３３が当該レコードに基づいて算出し
た非日常性ｇをＤＢ装置４に書き込む。
【００５０】
　図８は、非日常性ｇが付加された行動記録情報のデータ例を示す。同図示すように、ク
ライアント装置２から受信した行動記録情報の各レコードに、当該レコードの値に基づい
て算出された非日常性ｇの値が対応づけて記憶されている。
【００５１】
　なお、上記の例では、非日常性ｇの値に係わらず、すべての「立ち止まり」に関する行
動記録と非日常性ｇとを記録するが、非日常性ｇが規定の閾値（例えば、２．０）を超え
ていた場合にのみ、その「立ち止まり」に関する行動記録情報のレコードと非日常性ｇと
を対応づけて記録するようにしてもよい。なお、閾値は、パラメータ管理部３４に記憶さ
れている。
【００５２】
　（ステップＳ１５０）提示／選択：次に、サーバ装置３の候補選択部３５は、クライア
ント装置２に対して、ＤＢ装置４に今回新たに記録した行動記録情報と、その行動記録情
報の各レコードから算出した非日常性ｇのペアの一覧を、ネットワークＩ／Ｆ部３１を介
して送信する。
　なお、候補選択部３５が送信する行動記録情報は、非日常性ｇが予め指定した閾値を上
回ったレコードとその非日常性のペアのみを含むものでもよく、全てのレコードとその非
日常性ｇのペアを提示してもよい。
【００５３】
　クライアント装置２の提示／選択部２５は、ネットワークＩ／Ｆ部２４を介して受信し
た行動記録情報と非日常性のペアの一覧をブラウザにより表示部２６に表示させる。ユー
ザは、表示された行動記録の各レコードと非日常性ｇを閲覧し、保存対象の行動記録情報
のレコードを入力部２７により選択すると、選択したレコードに対応したコメントを入力
するなどの操作を行う。提示／選択部２５は、選択されたレコードと入力されたコメント
を、ネットワークＩ／Ｆ部２４を介してサーバ装置３へ送信する。
【００５４】
　（ステップＳ１６０）保存：サーバ装置３の行動記録管理部３２は、ネットワークＩ／
Ｆ部３１を介してクライアント装置２からユーザが選択した行動記録情報のレコードを受
信すると、選択された行動記録情報のレコードに対応づけて、ユーザに選択された旨と、
当該レコードについて入力されたコメントとをＤＢ装置４に書き込む。
　なお、ＤＢ装置４に保存した行動記録情報や、ユーザが選択した行動記録情報のレコー
ド、当該レコードについて入力されたコメントは、ネットワークＮを介して他のユーザの
クライアント装置２へ送信し、表示させることができる。
【００５５】
　（ステップＳ１７０）学習：サーバ装置３の学習部３６は、ステップＳ１６０において
受信した行動記録情報のレコードを正例、選択されなかった行動記録情報のレコードを負
例と考え、線形判別分析などの教師有り学習を行ない、パラメータの調整を行う。ここで
のパラメータとは，非日常性の閾値、（式３）に用いられるｇ１の重みα、ｇ２の重みβ
などである。例えば、単純な線形判別分析であれば、判別関数ｚ＝αｘ＋βｙ＋γを求め
る。ここでｘはｇ１、ｙはｇ２を表す変数，－γは閾値であり、ｚの正負により保存対象
として提示するかどうかを決めることになる。このように調整された値によりパラメータ
管理部３４内のα、β、閾値の値を更新し、次回以降の算出に用いる。なお、この調整は
毎回は行う必要はなく、例えば１週間に１度など，適当な頻度で行えば良い。
【００５６】
　（ステップＳ１８０）統計データアップデート：サーバ装置３の統計処理部３７は、Ｄ
Ｂ装置４から、各ユーザ毎に、１ヶ月など所定の一定期間における当該ユーザの過去の行
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動記録情報を読み出すと、読み出した行動記録情報に基づいて、統計情報を生成する。つ
まり、同一のユーザ識別情報と対応付けられている１ヶ月分の行動記録情報のレコードか
ら、同一時刻毎の各領域における持続時間を読み出して平均時間を算出するとともに、各
領域の平均時間の標準偏差を算出して統計情報を生成し、ＤＢ装置４に書き込む。
　なお、統計を算出する前に、行動記録情報の量子化を行なってもよい。例えば、３０分
単位に粗くして量子化を行なう場合、行動記録情報により示される日時「３／１　１０：
００」と「３／１　１０：１５」は、「３／１　１０：００」に量子化される。これによ
り、図７に示すような統計情報が生成される。
【００５７】
　さらに、統計処理部３７は、所定の一定期間のユーザ群の過去の行動記録情報から同様
に統計を算出して、ＤＢ装置４に書き込む。ユーザ群は、全ユーザであってもよく、予め
グループ化された複数のユーザであってもよい。統計処理部３７は、１ヶ月など所定の一
定期間におけるユーザ群の過去の行動記録情報を読み出すと、読み出した行動記録情報に
基づいて、上記と同様に統計情報を生成し、ＤＢ装置４に書き込む。
【００５８】
　なお、上記の例では、行動記録の統計を残す期間を１ヶ月としているため、日々古くな
った行動記録情報のレコードや、当該レコードに付随した情報の削除を行なう。または、
ある時点において統計情報を生成し、その生成した時点から１ヶ月の行動記録情報をＤＢ
装置４に蓄えることにより、１ヶ月に１度、統計情報のアップデートを行う、というよう
な運用も可能である。
【００５９】
　図９は、図４のステップＳ１２０における立ち止まり認識の詳細な処理フローを示す図
である。
　まず、クライアント装置２の立ち止まり認識部２２は、検出記録情報の最初のレコード
を読み込む（ステップＳ２１０）。立ち止まり認識部２２は、読み込んだレコードの日時
をＴ０に設定し、同レコードの場所をＰ０に設定する（ステップＳ２２０）。続いて、立
ち止まり認識部２２は、検出記録情報から次のレコードを読み込み（ステップＳ２３０）
、ステップＳ２３０において読み込んだレコードの日時をＴ１に設定し、同レコードの場
所をＰ１に設定する（ステップＳ２４０）。
【００６０】
　立ち止まり認識部２２は、Ｐ１とＰ０が同一であり、かつ、検出記録情報にまだ読み込
んでいないレコードがあるか否かを判断する（ステップＳ２５０）。Ｐ１とＰ０が同一で
あり、かつ、検出記録情報にまだ読み込んでいないレコードがあれば（ステップＳ２５０
：ＹＥＳ）、再びステップＳ２３０からの処理を行い、直前に読み込んだレコードの次の
レコードを読み込むと、Ｔ１に読み込んだレコードの日時を設定し、Ｐ１に同レコードの
場所を設定し、Ｐ１とＰ０が同一であるか否かを判断する処理を繰り返す。
【００６１】
　ステップＳ２５０において、Ｐ１とＰ０が同一ではないと判断した場合、あるいは、検
出記録情報にステップＳ２３０において読み込んだレコードの次のレコードがない場合（
ステップＳ２５０：ＮＯ）、立ち止まり認識部２２は、（Ｔ１－Ｔ０）が閾値、本実施形
態では１０分より小さいか否かを判断する（ステップＳ２６０）。（Ｔ１－Ｔ０）が閾値
より小さい場合（ステップＳ２６０：ＹＥＳ）、ステップＳ２８０の処理を行なう。一方
、（Ｔ１－Ｔ０）が閾値以上である場合（ステップＳ２６０：ＮＯ）、立ち止まり認識部
２２は、時刻Ｔ０、場所Ｐ０、持続時間（Ｔ１－Ｔ０）の立ち止まりが発生したと判断す
る（ステップＳ２７０）。立ち止まり認識部２２は、検出記録情報に、検出記録情報にま
だ読み込んでいないレコードがあれば（ステップＳ２８０：ＹＥＳ）、立ち止まり認識部
２２は、ステップＳ２２０からの処理を繰り返す。なお、ステップＳ２２０においては、
直前のステップＳ２３０において読み込んだレコードの日時をＴ０に設定し、同レコード
の場所をＰ０に設定することになる。
【００６２】



(13) JP 5266476 B2 2013.8.21

10

20

30

40

50

　なお、上記実施形態においては、センサ１１としてＧＰＳを用いているが、センサ１１
として加速度センサを用い、ユーザの状態を検出するようにしてもよい。これは、例えば
、（文献）林　敏樹他，「省電力化に向けたユーザ適応型姿勢推定機構の評価」，ＤＩＣ
ＯＭ２００８に記載の技術を使用することができる。この文献の技術によれば、加速度セ
ンサを用いてユーザの運動状態を検出することで、例えば、「立っている」、「座ってい
る」、「歩いている」、「走っている」などの状態を検出することができる。そこで、「
立っている」、「座っている」を「止まっている」と解釈し、「歩いている」及び「走っ
ている」を「移動している」と解釈するなどして、検出した状態を立ち止まりの判断に使
用することもできる。この場合、運動状態を１分間隔で検出し、センサ１１とは別のＧＰ
Ｓ等のセンサにより位置情報を検出する。状態センシング部１２は、センサ１１が検出し
た運動状態と、ＧＰＳが検出した位置情報と、時計１７から取得した時刻とを設定した検
出情報を生成し、量子化部１３は、位置情報のみを量子化した検出記録情報を生成する。
クライアント装置２の立ち止まり認識部２２は、検出記録情報を参照して、３分以上「止
まっている」状態が同一領域で所定時間以上続いることを検出した場合に「立ち止まり」
と認識すればよい。
　また，屋外ではＧＰＳ、屋内では加速度センサ、のようなハイブリッドな方法も可能で
ある。
【００６３】
　図１０は、センサ１１として加速度センサを用い、ユーザの状態を検出するようにした
場合の検出記録情報のデータ例を示す図である。同図において、検出記録情報は、センサ
１１が検出を行なった日時と、当該日時においてセンサ１１が検出したユーザの状態と、
当該時刻においてＧＰＳが取得した緯度及び経度を量子化した値により示した場所とを対
応づけた複数のレコードからなる。
　検出記録情報には、日時「４／１　１０：０３」～「４／１　１０：０６」、「４／１
　１０：０８」～「４／１　１０：１２」に同一の場所「（１，２）」と、止まっている
ことを示す状態「ＳＴＯＰ」とが設定されているため、図４のステップＳ１２０において
、クライアント装置２の立ち止まり認識部２２は、「立ち止まり」を判断する。
【００６４】
　図１１は、図１０に示す検出記録情報から生成された行動記録情報のデータ例を示す図
である。同図において、行動記録情報は、立ち止まった状態であると判断された日時と、
立ち止まった場所と、立ち止まった状態の持続時間とを対応づけた複数のレコードからな
る。
　図４のステップＳ１３０において、クライアント装置２の時刻量子化部２３は、日時「
４／１　１０：００」～「４／１　１０：１４」を日時「４／１　１０：００」に量子化
する。ステップＳ１２０において、立ち止まり認識部２２は、日時「４／１　１０：０３
」～「４／１　１０：０６」、「４／１　１０：０８」～「４／１　１０：１２」に場所
「（１，２）」での立ち止まりが発生したと判断しているため、時刻量子化部２３は、量
子化した日時「４／１　１０：００」と、立ち止まりが発生した場所「（１，２）」と、
立ち止まりの持続時間「９」分とを対応付けたレコードを、行動記録情報として生成する
。
【００６５】
　なお、上記においては、デバイス装置１の量子化部１３において時刻及び場所の量子化
を行なっているが、この時刻、場所の量子化の処理をクライアント装置２あるいはサーバ
装置３において実行することでもよい。
　また、クライアント装置２の立ち止まり認識部２２、時刻量子化部２３の処理を、デバ
イス装置１において実行してもよく、サーバ装置３において実行してもよい。
【００６６】
　なお、図１～図３に示すデバイス装置１と、図１及び図２に示すクライアント装置２と
を一体化した装置をユーザが携帯するようにし、その一体化した装置と、図１及び図２に
示すサーバ装置３とが、無線回線等を介して常に接続されているようにし、行動記録情報
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をリアルタイムにサーバ装置３へ送信してもよい。このようなシステム構成とすることに
より、対象となるユーザと他のユーザとの現時点における行動記録情報をリアルタイムに
比較することも可能となる。
【００６７】
　リアルタイムに行動記録情報を送信し、他のユーザとの比較を行なう場合、図４のステ
ップＳ１４０において、所定の期間における過去から現在までのユーザ群の行動記録情報
に基づいて生成された統計情報に代えて、ユーザ群のその時点での行動記録情報、つまり
、複数ユーザに亘る最新の行動記録情報から生成した統計情報と比較し、同様に非日常性
を算出する。つまり、サーバ装置３の統計処理部３７は、ユーザから受信した行動記録情
報と同一日時のユーザ群の行動記録情報をＤＢ装置４から読み出し、この読み出したユー
ザ群の行動記録情報を用いて上記と同様に統計情報を生成する。非日常性検出部３３は、
この生成された統計情報と、ユーザの行動記録情報とを上記と同様に比較し、非日常性ｇ
２及びｇを算出する。
【００６８】
　所定の一定期間におけるユーザの過去の行動記録情報から生成した統計情報と、受信し
た行動記録情報を比較する場合、例えば、「自分は今（１０時に）Ａ地点で１０分立ち止
まった」という行動記録と、「他のユーザたちは、いつも１０時にＡ地点で１５分立ち止
まっている」という行動記録とを比較するものである。
　一方、ユーザ群のその時点での行動記録から生成した統計情報と、受信した行動記録情
報を比較する場合、例えば、「自分は今（１０時に）Ａ地点で１０分立ち止まった」とい
う行動記録と、「他の（今、Ａ地点にいる）ユーザたちは、１５分立ち止まっている」と
いう行動記録とを比較するものである。この場合、他のユーザは「いつも」はＡ地点で立
ち止まってないかもしれないが、それを気にせずに「今回」の行動記録のみ比較するとい
うことである。
【００６９】
　なお、非日常性を算出する際に、今回対象となる行動記録と比較対象の統計情報に含め
ることが難しい場合は、過去の統計そのものとの比較でも構わない。ただし、過去のデー
タが残っていない領域や時刻の場合、立ち止まり時間の標準偏差が０になってしまうので
、上記のような非日常性の計算をせず、非日常的であると判断するなどの回避を行なう。
【００７０】
　上述したように、本実施形態による行動記録保存システムは、ユーザの状態と状況とを
併せてユーザの行動と捉え、その行動の記録を保存するものであり、例えば、「止まって
いる」、「移動している」などのユーザの状態を認識し、所定の状態、例えば、「止まっ
ている」ときのユーザの状況として、「時刻」と「位置」を対応づけて記録する。そして
、ユーザの所定の状態の持続時間と、当該ユーザまたは他のユーザの各状況における平均
的なその所定の状態の持続時間とを比較することにより、ユーザの行動の非日常性の指標
を算出し、非日常性の高い行動記録の保存対象を抽出する。
【００７１】
　よって、ユーザは行動中に明確に行動記録保存のための行動を起こす必要がなく、また
、このように行動を一時中止せずに収集した当該ユーザの状況に基づく「止まっている」
状態の行動記録について、サーバ装置が算出した非日常性の指標を提示し、ユーザに残し
たい行動を選択することができる。よって、ユーザは自分の行動を保存する際にその時の
状態を一から思い出す必要もない。さらには、ユーザ同士が保存した行動記録を共有する
ことも可能である。この場合、面白そうな場所や出来事をユーザ同士で簡単に共有するこ
ともできる。
【００７２】
　上述した本実施形態の行動記録保存システムは、所定の状態が検出された領域と、当該
所定の状態の持続時間とを示す行動記録情報を記憶する記憶部を備えており、ユーザが携
帯するデバイス装置において取得した時刻及び当該時刻におけるユーザの位置とに基づい
てユーザの状態を検出するとともに、所定の状態が検出された領域及び当該所定の状態の
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持続時間を取得して行動記録情報を生成し、生成した行動記録情報と記憶部に記憶されて
いる過去の行動記録情報の統計から得られる各領域における平均的な所定の状態の持続時
間とを比較して、生成した行動記録情報の中から平均的な所定の状態及び持続時間と乖離
している行動記録情報を抽出し、記憶部に書き込む。
　従って、いつもと異なる行動の記録は保存する価値が高いと仮定し、その記録を優先的
に保存することができるため、保存コストを削減することが可能になる。また、ユーザの
ある状態に着目し、その状態の持続時間がいつもと異なるときの行動の記録は保存する価
値が高いと仮定し、その記録を優先的に保存することができるため、保存コストを削減す
ることが可能になる。
【００７３】
　また、本実施形態の行動記録保存システムは、止まっている状態、及び、移動している
状態を検出し、止まっている状態が検出されたときの領域及び持続時間から行動記録情報
を生成する。
　従って、立ち止まりや滞在などの状態に着目し、その持続時間がいつもと違うときの行
動の記録は保存する価値が高いと仮定し、それらを優先的に保存することができるため、
保存コストを削減することが可能になる。
【００７４】
　また、本実施形態の行動記録保存システムは、生成されたユーザの行動記録情報と、記
憶部に記憶されている複数のユーザの行動記録情報の統計から得られる各領域における平
均的な所定の状態及び持続時間とを比較して、生成された行動記録情報の中から平均的な
所定の状態及び持続時間と乖離している行動記録情報を抽出する。
　従って、他の人の行動と異なる行動の記録は保存する価値が高いと仮定し、その記録を
優先的に保存することができるため、保存コストを削減することが可能になる。
【００７５】
　また、本実施形態の行動記録保存システムは、平均的な所定の状態及び持続時間と乖離
している行動記録情報をクライアント装置に表示させ、表示させた中からユーザが選択し
た行動記録情報を記憶部に書き込む。
　従って、ユーザに提示する行動記録の保存候補を、非日常性をもとに絞り込むことがで
きるため、ユーザが保存対象を選択するコストを削減することが可能になる。
【００７６】
　また、本実施形態の行動記録保存システムは、生成された行動記録情報により示される
各領域における持続時間と、記憶部に記憶されている行動記録情報の統計から得られる各
領域における持続時間とを用いて非日常性の指標となる値を算出し、算出した当該指標の
値を行動記録情報とともにクライアント装置に表示させる。
　従って、ユーザが候補の中から保存する行動記録を選択する際に、非日常性という明確
な指標を参考にすることができるため、選択コストが削減される。
【００７７】
　また、本実施形態の行動記録保存システムは、生成された行動記録情報により示される
各領域における持続時間と、記憶部に記憶されている行動記録情報の統計から得られる各
領域における持続時間とを用いて非日常性の指標となる値を算出し、算出した当該指標の
値と非日常性判断するための閾値とを比較して平均的な所定の状態及び持続時間との乖離
を判断するとともに、ユーザが選択した行動記録情報に基づいて、非日常性の指標となる
値の算出に用いられる算出式の係数と閾値を調整する。
　従って、ユーザが候補の中から保存対象の行動記録を選択する繰り返し行なうことによ
って、ユーザの望む候補をより優先的に提示させることができるようになり、結果として
ユーザが保存対象を選択するコストの削減が可能になる。
【００７８】
　なお、上述のデバイス装置１、クライアント装置２、サーバ装置３及びＤＢ装置４は、
内部にコンピュータシステムを有している。そして、デバイス装置１の量子化部１３及び
検出記録管理部１４、クライアント装置２の立ち止まり認識部２２、時刻量子化部２３及
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び提示／選択部２５、サーバ装置３の行動記録管理部３２、非日常性検出部３３、パラメ
ータ管理部３４、候補選択部３５及び統計処理部３７の動作の過程は、プログラムの形式
でコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記憶されており、このプログラムをコンピュー
タシステムが読み出して実行することによって、上記処理が行われる。ここでいうコンピ
ュータシステムとは、ＣＰＵ及び各種メモリやＯＳ、周辺機器等のハードウェアを含むも
のである。
【００７９】
　また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用している場合であれば、ホ
ームページ提供環境（あるいは表示環境）も含むものとする。
　また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気
ディスク、ＲＯＭ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハー
ドディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」
とは、インターネット等のネットワークや電話回線等の通信回線を介してプログラムを送
信する場合の通信線のように、短時間の間、動的にプログラムを保持するもの、その場合
のサーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定
時間プログラムを保持しているものも含むものとする。また上記プログラムは、前述した
機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシ
ステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであっても良
い。
【符号の説明】
【００８０】
１…デバイス装置
１１…センサ
１２…状態センシング部
１３…量子化部
１４…検出記録管理部
１５…メモリ
１６…外部Ｉ／Ｆ部
２…クライアント装置
２１…外部Ｉ／Ｆ部
２２…立ち止まり認識部（認識部）
２３…時刻量子化部（行動記録情報生成部）
２４…ネットワークＩ／Ｆ部
２５…提示／選択部
２６…表示部
２７…入力部
３…サーバ装置
３１…ネットワークＩ／Ｆ部（受信部）
３２…行動記録管理部
３３…非日常性検出部
３４…パラメータ管理部
３５…候補選択部
３６…学習部
３７…統計処理部
４…データベース装置（記憶部）
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